
「頻繁に耳にするけど実はよくわからない」
そんな教育問題をわかりやすく解説。

  今回は、「学校制度（学制）」を取り上げます。

●1872年　
学制
→教育年限を下等小学校4年、上等
小学校4年の計8年としたが、強制
力は弱かった。

●1886年　
小学校令
→「義務教育」の文言が初めて登場。
義務教育3～4年（尋常小学校卒業
まで）と規定された。

●1890年　
第2次小学校令
→地方の学校設置義務を規定。

●1907年　
第5次小学校令
→義務教育6年（尋常小学校卒業
まで）と規定。

●1947年　
教育基本法・学校教育法制定
→義務教育9年（小学校6年、中学校
3年）と規定。

●1998年　
学校教育法改正
→「中等教育学校」が新たに規定。

●2015年　
学校教育法改正
→「義務教育学校」が新たに規定。

●1941年　
国民学校令
→義務教育8年（国民学校初等科6年、
高等科2年を卒業するまで）と規定。
ただし、戦時下の特例により、高等科
2年は終戦まで実現されなかった。

で
す
が
、
最
も
伝
統
的
な
の
は
8 

-

4
制
で
す
。
義
務
教
育
は
、
通
常

9
年
〜
12
年
（
6
・
7
歳
か
ら
16
〜

18
歳
ま
で
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
飛
び
級
は
、
戦
後
、
学
校
教
育
法

上
で
学
齢
と
修
業
年
限
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
制
度
上
認
め
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。
一
方
、
落
第
は
「
原

級
留
置
」
と
い
う
制
度
上
の
規
定
が

あ
り
ま
す
。
学
年
の
課
程
を
修
了
し

な
か
っ
た
場
合
に
進
級
さ
せ
ず
、
現

在
の
学
年
に
留
め
置
く
制
度
で
す
。

た
だ
し
、
義
務
教
育
で
は
、
実
際
に

は
ほ
と
ん
ど
運
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
の
義
務
教
育
は
、
9
年
間
の
共

通
の
課
程
を
保
障
す
る「
年
数
主
義
」

で
運
用
さ
れ
て
い
る
た
め
で
す
。

　
一
方
で
、
各
学
年
の
課
程
を
修
了

し
た
か
を
精
査
す
る
「
課
程
主
義

（
修
得
主
義
）」
を
と
る
フ
ラ
ン
ス
な

ど
で
は
、
小
学
校
の
落
第
も
あ
り
え

ま
す
。
し
か
し
、
落
第
し
た
子
ど
も

た
ち
の
学
習
意
欲
が
落
ち
る
な
ど
、

教
育
指
導
上
の
問
題
が
あ
り
、
近
年

見
直
し
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　
日
本
の
初
等
中
等
教
育
は
、
6 

-

3-

3
制
で
す
が
、
各
学
校
段
階

間
の
連
携
に
よ
っ
て
、
系
統
性
の
あ

る
効
果
的
な
教
育
が
可
能
だ
と
い
う

考
え
が
強
く
提
起
さ
れ
、
一
貫
教
育

の
議
論
が
起
こ
り
ま
し
た
。
子
ど
も

た
ち
や
保
護
者
な
ど
の
選
択
の
幅
を

広
げ
、
学
校
制
度
の
「
複
線
化
」
を

進
め
る
観
点
か
ら
、
97
年
の
中
教
審

答
申
で
「
中
高
一
貫
教
育
制
度
」
が

提
言
さ
れ
、
99
年
4
月
か
ら
「
中
等

教
育
学
校
」
を
は
じ
め
と
し
た
「
中

高
一
貫
教
育
」
の
選
択
的
導
入
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
2
0
1
4
年
の
中
教
審

答
申
で
従
来
の
小
学
校
と
中
学
校
に

相
当
す
る
9
年
制
の
「
義
務
教
育
学

校
」
が
新
た
に
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
新
た
な
学
校
は
、
学
制
を

複
線
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
教
育
の

機
会
均
等
原
則
の
観
点
か
ら
慎
重
で

あ
る
べ
き
で
す
。
実
際
に
、
制
度
導

入
に
あ
た
り
、
既
存
の
学
校
と
の
間

の
序
列
化
・
エ
リ
ー
ト
校
化
が
生
じ

な
い
よ
う
に
、
と
い
う
国
会
の
附
帯

決
議
が
そ
れ
ぞ
れ
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
設
置
の
促

進
度
合
い
が
異
な
り
、
地
域
間
の
教

育
格
差
が
生
じ
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

同
一
学
区
の
中
に
、
従
来
の
小
中
学

校
と
中
等
教
育
学
校
、
義
務
教
育
学

校
が
併
存
す
る
こ
と
の
是
非
も
議
論

さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
今
日
の
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
現

状
を
踏
ま
え
、
義
務
教
育
年
限
の
区

切
り
を
見
直
す
な
ど
は
検
討
の
可
能

性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

現
在
の
6-

3
制
を
改
め
5-

4
制

に
す
る
な
ど
で
す
。

　
た
だ
し
、
義
務
教
育
の
学
校
体
系

は
、
教
育
の
機
会
均
等
原
則
に
立
っ

て
、
す
べ
て
の
児
童
生
徒
に
共
通
教

育
を
保
障
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

子
ど
も
た
ち
の
能
力
や
意
欲
・
興

味
・
関
心
な
ど
が
多
様
化
す
る
中
で
、

進
路
選
択
と
進
路
分
化
を
ど
の
段
階

で
行
う
べ
き
か
、
慎
重
に
検
討
す
べ

き
課
題
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
義
務
教
育
制
度
に
お
け

る
「
学
校
選
択
制
」
の
是
非
、
フ
リ

ー
ス
ク
ー
ル
な
ど
学
校
外
教
育
施
設

や
ホ
ー
ム
・
ス
ク
ー
ル
を
教
育
義
務

の
履
行
と
し
て
捉
え
て
い
く
べ
き
か

な
ど
、
公
教
育
の
制
度
理
念
と
の
整

合
性
に
留
意
し
な
が
ら
検
討
を
進
め

て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

明
星
大
学
教
育
学
部
長
。
1
9
7
6
年
に
文
部

省
（
現
文
部
科
学
省
）
入
省
、
大
臣
官
房
審
議

官
、
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
局
長
な
ど
を
歴
任
。

2
0
0
9
年
よ
り
明
星
大
学
教
授
、
東
京
学
芸

大
学
客
員
教
授
。

イラスト：ワタナベケンイチ

完
全
就
学
が
達
成
さ
れ
ま
し
た
。
第

二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
は
義
務
教
育

普
及
が
図
ら
れ
る
一
方
、
小
学
校
修

了
後
の
進
路
は
、
中
学
校
・
高
等
女

学
校
・
実
業
学
校
な
ど
「
複
線
型
」

の
学
校
体
系
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
戦
後
、
1
9
4
7
年
に
教
育
基
本

法
、
学
校
教
育
法
が
制
定
さ
れ
、
現

在
の
小
学
校
6
年
、
中
学
校
3
年
、

高
等
学
校
3
年
、
大
学
4
年
の

「
6-

3-

3-

4
制
」
が
始
ま
り
ま

し
た
。「
教
育
の
機
会
均
等
」
原
則

を
保
障
す
る
憲
法
理
念
に
即
し
て
、

中
等
教
育
段
階
で
学
校
が
分
岐
す
る

複
線
型
か
ら
単
線
型
に
改
め
ら
れ
た

の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
進
学
希
望

者
が
能
力
に
応
じ
て
各
段
階
の
学
校

に
進
学
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
伝
統
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
制
は

「
複
線
型
」
が
大
多
数
で
す
。
例
え

ば
ド
イ
ツ
で
は
、
基
礎
学
校
（
小
学

校
）
4
年
の
後
、
中
等
教
育
は
生
徒

の
能
力
・
適
性
に
応
じ
て
、
①
卒
業

後
に
就
職
し
て
職
業
訓
練
を
受
け
る

者
が
進
む
5
年
制
の
ハ
ウ
プ
ト
シ
ュ

ー
レ
、
②
卒
業
後
に
職
業
訓
練
校
に

進
む
者
や
中
級
の
職
に
就
く
者
が
進

む
6
年
制
の
実
科
学
校
、
③
大
学
進

学
希
望
者
が
進
む
9
年
制
の
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
義
務

教
育
は
、
6
歳
か
ら
15
歳
ま
で
の
9

年
間
（
一
部
州
は
10
年
）
で
す
。
た

だ
し
、
義
務
教
育
修
了
後
に
就
職
し

職
業
訓
練
を
受
け
る
者
は
、
通
常
3

年
間
、
週
に
1
〜
2
日
職
業
学
校
に

通
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
と
い
う
ド

イ
ツ
独
自
の
制
度
で
す
。

　
一
方
、
ア
メ
リ
カ
は
、
教
育
の
機

会
均
等
を
重
視
す
る
「
単
線
型
」
が

主
流
で
す
。
州
や
学
区
ご
と
に
様
々

現
代
の
学
制
に

い
た
る
変
遷
は
?

　
日
本
の
近
代
的
学
校
制
度
は
、

1
8
7
2
年
の
学
制
発
布
に
よ
り
、

全
国
に
約
5
万
4
千
の
小
学
校
を
設

置
す
る
計
画
で
始
ま
り
ま
し
た
。
そ

の
後
、
1
9
0
0
年
の
第
3
次
小
学

校
令
で
4
年
間
の
義
務
教
育
が
確
立
、

1
9
0
7
年
の
小
学
校
令
改
正
で
義

務
教
育
年
限
が
6
年
に
延
長
さ
れ
、

日本の学校系統図

海
外
の
学
制
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
?

学
校
制
度
改
革
の

今
後
の
展
望
は
?

義務教育制度の変遷

「
一
貫
教
育
」
は
ど
う

位
置
づ
け
ら
れ
る
?

飛
び
級
や
落
第
は

日
本
に
あ
る
?

樋
口
修
資（
ひ
ぐ
ち
・
の
ぶ
も
と
）

「学校制度（学制）」とは?
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